
大田原市告示第３１号 

 

大田原市資源ごみ等回収報償金交付要綱（平成５年４月２８日告示第２０号）第５条第１

項の規定により、次のとおり報償金の額を告示する。 

 

 令和６年４月１日 

 

大田原市長 相馬 憲一 

 

 

資源ごみの種類 単 価 単 位 適用始期 備  考 

古 紙 ４円 １ｷﾛｸﾞﾗﾑ 令和６年４月１日  

古 着 ２０円 １ｷﾛｸﾞﾗﾑ 令和６年４月１日  

ペットボトル ２００円 １袋 令和６年４月１日 
市が貸与する専用回

収ネット１袋 

 


